
 

 

環循規発第2101291号 

令和３年１月 29日 

 

各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部（局）長 殿 

 

 

 

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長 

 

 

 

産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る 

許可番号等取扱要領について（通知） 

 

 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号については、かね

てから標記要領に基づく付与手続をお願いしているところであるが、この度、令和２年度

における産業廃棄物行政情報システム更改に伴い、一部運用が変更となった。このため、

今般、当該許可番号等付与事務に係る取扱要領を別添のとおり改正し、「産業廃棄物処理

業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等取扱要領」（以下「新取扱要領」

という。）とするので、その取扱いについて了知されたい。 

 おって、「新取扱要領」は令和３年２月８日より施行し、平成30年３月30日付け環循規

発第18033022号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知「産業廃棄物処理業者及

び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等取扱要領について（通知）」は同日をも

って廃止する。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づく

技術的な助言であることを申し添える。
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別 添 

 

産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る 

許可番号等取扱要領 
 

１．目的 

本取扱要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」

という。）第14条第１項若しくは第６項又は第14条の４第１項若しくは第６項の規定に

基づき、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業（以下単に「業」という。）

を行おうとする者から許可の申請等がなされた場合における許可番号の取扱いを定める

とともに、法第12条の７第１項の規定に基づき、二以上の事業者による産業廃棄物の処

理に係る特例について当該二以上の事業者から認定の申請等がなされた場合における認

定番号の取扱いを定めることにより、許可番号及び認定番号の付与に係る事務の円滑化

及び効率化を図り、もって業の許可を受けた者（以下「許可業者」という。）及び当該

認定を受けた者（以下「認定業者」という。）の適切な管理に資することを目的とする。 

 

２．許可番号の内容 

（１）業の許可 

業の許可の際に、許可証に付す番号（以下「許可番号」という。）の内容は、以下の

とおりとする。 

①  許可番号は、11桁の数字で構成するものとする。 

② 許可番号の構成は次のとおりとする。 

・１～３桁目 

別紙１に掲げる都道府県及び法第24条の２第１項で規定する政令で定める市（以

下「都道府県市」という。）の固有番号（以下「都道府県市番号」という。）。 

・４桁目 

③で示す業の種類を示す番号 

・５桁目 

都道府県市において、許可業者の分類等に自由に使える番号 

・６～11桁目 

許可業者に付与する全国統一の番号（以下「固有番号」という。） 

 

 （許可番号の例） 

       都道府県市番号  都道府県市において 

               自由に使える番号(０～９) 

 

１ ２ ３ １ ０ ９ ９ ９ ９ ９ ９  

 

               業の種類を示す番号    固有番号  
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③ 業の種類を示す番号は、次表のとおりとする。 

産業廃棄物収集運搬業 
積替を含まないもの ０ 

積替を含むもの １ 

産業廃棄物処分業   

中間処分のみ    ２ 

最終処分のみ ３ 

中間処分、最終処分 ４ 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 
積替を含まないもの ５ 

積替を含むもの ６ 

特別管理産業廃棄物処分業 

中間処分のみ    ７ 

最終処分のみ ８ 

中間処分、最終処分 ９ 

 

（２）二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定 

 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の際に、認定証に付す番

号（以下「認定番号」という。）の内容は、以下のとおりとする。 

①  認定番号は、８桁の英数字で構成するものとする。 

②  認定番号の構成は次のとおりとする。 

・１～３桁目 

別紙１に掲げる都道府県市番号 

・４桁目 

法第12条の７第１項の規定に基づく認定であることを示す文字として「Ｓ」 

・５～８桁目 

都道府県市において、認定業者の分類等に自由に使える番号（許可番号の６～

11桁目と異なり、固有番号ではない。） 

 

 （認定番号の例） 

       都道府県市番号  都道府県市において 

               自由に使える番号(０～９) 

 

１ ２ ３ Ｓ ９ ９ ９ ９   

 

            当該認定を示す番号      

 

３．固有番号の取扱い 

固有番号は、以下のとおり取り扱うものとする。 

① いずれかの都道府県市において、最初に業の許可を行った時点で、固有番号を付与
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するものとし、既に固有番号を付与している許可業者に対して、新たな固有番号を付

与しないこと。 

② 一度付与した固有番号は、変更許可若しくは更新許可を行った場合又は変更届があ

った場合であっても、変更しないものとする。 

③ 業の全部廃止若しくは許可の失効又は許可取消処分により、全ての都道府県市にお

いて業が行われなくなった場合、当該固有番号は失効するものとし、その後は欠番と

して扱うものとする。 

 

４．許可番号の交付等の手順 

業の許可申請者（以下「申請者」という。）等が、いずれの都道府県市においても許

可を受けておらず初めて固有番号を付与する場合は（１）、既にいずれかの都道府県市

で業の許可を受け固有番号を有している場合は（２）、廃止又は許可取消処分等により

業を行わなくなった場合は（３）により、それぞれ交付等の手続きを行う。 

申請者が既に固有番号を有しているか否か不明の場合は、当該申請者にその旨を直接

問い合わせるとともに、環境省が管理する産業廃棄物行政情報システム（以下「システ

ム」という。）で確認すること。 

 

（１）初めての申請の場合（別紙２の１参照） 

申請時において、申請者がいずれの都道府県市においても許可を受けておらず、当

該申請者に対して初めて固有番号を付与する場合は、以下のとおりとする。ただし、

当該都道府県市において業の許可を有しない者であっても、他の都道府県市において

既に許可を有しており、従って既に固有番号を有している場合があるので十分留意す

ること。 

① 都道府県市は、業の新規許可申請を受理後、欠格事由に関する照会等の事務を実

施する前の段階で、申請者に関する情報を端末からシステムへの直接入力若しくは

所定のＣＳＶ（Comma Separated Values）形式ファイル（文字コードはUTF-8）の

送信によりシステムに登録する。申請者に関する情報とは、法人においては業者名、

代表者名、住所及び会社法人等番号とし、個人においては氏名、住所、生年月日及

び本籍地の住所とする。 

システムに情報を登録する際、システムの利用者マニュアル、ＦＡＱを参照し、

類似の法人名又は個人名等の既存の許可業者で同一のものと判断されるおそれの

あるものについては、別法人又は個人である旨をシステムの登録ページにある備考

欄に記入すること。（記入例：今回申請の法人(個人)○×は、固有番号○○△△×

×の法人(個人)○×とは別法人です。） 

② 都道府県市が①により登録した後、環境省はシステムにより二重登録の有無など

を審査し、申請者に対して固有番号を付与することが適当であると認めた場合には、

申請者に対して固有番号を付与し、その旨をシステムにより都道府県市へ連絡する。 

③ 都道府県市は、審査を経て固有番号に都道府県市番号等を付加して11桁とした許

可番号により許可証を交付した場合、許可番号情報（許可番号、許可年月日、有効
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期間の満了の日及び許可の条件（全体）。以下「許可番号情報」という。）及び許

可明細情報（処分方法、積替え・保管の有無、産業廃棄物の種類、施設の住所、積

替え保管を行う場所及び許可の条件。以下「許可明細情報」という。）について、

システムへの登録を行う。 

④ 都道府県市は、審査により許可をすることが適当でないと判断し、当該申請を不

許可処分とした場合については、システムにより不許可処分の情報を登録する（別

紙２の４参照）。 

 

（２）既に固有番号を有している許可業者の申請等の場合 

① 当該都道府県市で許可番号を有していない場合（別紙２の１参照） 

都道府県市は、当該都道府県市において業の許可を有しないが既に固有番号を有

している者からの業の新規許可申請があった場合は、以下のとおりとする。 

ア 当該申請に対して許可を行った場合は、固有番号に都道府県市番号等を付加し、

許可番号情報及び許可明細情報を、システムへ登録する。 

イ 審査により許可を出すことが適当でないと判断し、当該申請を不許可処分とし

た場合については、システムにより不許可処分の情報を登録する。 

② 当該都道府県市で許可番号を有する場合（別紙２の２参照） 

都道府県市は、当該都道府県市において既に許可を有している者について、業の

更新若しくは変更の許可（業の種類の変更を伴うものに限る。）又は届出の受理を

行った場合は、以下のとおりとする。 

ア 更新の許可を行った場合 

  許可年月日、有効期間の満了の日及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

規則（昭和46年厚生省令第35号）第９条の３、第10条の４の２、第10条の12の２

又は第10条の16の２に定める基準に適合する旨の認定（以下「優良認定」という。）

の有無についてシステムに登録されている情報を更新する。なお、これまで優良

認定を受けた許可業者（以下「優良認定業者」という。）の情報については、所

定の様式により環境省への報告をお願いしてきたところであるが、今後は「産廃

情報ネット」を利用して情報公開を実施している優良認定業者については、優良

認定の有無等についてシステムへ登録することにより、その作業を省略すること

ができることとする。ただし、「産廃情報ネット」を利用して情報公開を実施し

ていない優良認定業者については従前の例によることとする。 

イ 変更の許可を行った又は変更届を受理した場合 

  許可番号情報又は許可明細情報に係る事項が変更された場合、その旨をシステ

ムに登録する。 

なお、「業の種類を示す番号」が変更になる場合（例えば、産業廃棄物収集運

搬業者（積替え保管なし）が産業廃棄物収集運搬業（積替え保管あり）の許可を

取得する場合）については、それまでの許可明細情報の登録事項が消去されるた

め、改めて登録を行う必要がある。 

③ 当該業者が複数の都道府県市でそれぞれ異なる固有番号を付与されているなど、
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複数の固有番号を有していることが判明した場合は、最も古い固有番号に統一するのが

原則である。しかしながら、固有番号の変更は、許可権者である都道府県市において許

可証の修正などの作業が発生すること、当該許可業者において車両の表示等の変更を要

することから、固有番号を統一する際は、関係する都道府県市及び当該業者と十分調整

の上、その結果を環境省へ連絡すること。 

 

（３）業の廃止等の場合（別紙２の３参照） 

固有番号を有する許可業者が業の廃止を行った場合等は、以下のとおりとする。 

① 都道府県市は、当該都道府県市において許可番号を有する者が、業の全部廃止に

より、許可業者としての事業活動を行わなくなった場合、当該業者の許可番号及び

廃止の年月日について、システムへ登録する。 

② 都道府県市は、許可取消処分を実施した場合においては、システムにより当該処

分の内容を登録する。なお、これにより、他の都道府県市及び環境省への連絡とす

る。 

③ 都道府県市は、更新許可を申請せずに業の許可を失効した業者の情報について、

システムの機能を利用して許可情報の状態を失効へと変更すること。この作業は月

に１回以上の頻度で実施することとする。 

 

５．登録等に関する留意事項 

（１）氏名、住所等 

① 許可業者が個人の場合にあっては、住民票に記載された氏名を記入すること。 

② 許可業者が法人の場合にあっては、登記事項証明書の謄本に記載された社名、代

表者名を記入すること。また、株式会社、有限会社等の名称は省略せずに記載する

こと。（（株）、(有)は使用しないこと。）。 

③ 住所は住民票、登記事項証明書の謄本に記載された住所を必ず都道府県から記入

すること。 

 

（２）登録の頻度等 

① システムへの登録は、各都道府県市がシステムの登録データを有効利用できるよ

う、週に１回程度行うこと。 

② システムによる情報の登録方法の詳細については別途定めることとする。 



別紙１

都道府県名
都道府県固
有 番 号

都道府県名
都道府県固
有 番 号

政令市名
政 令 市
固 有 番 号

政令市名
政 令 市
固 有 番 号

北 海 道 ００１ 滋 賀 県 ０２５ 東 大 阪 市 ０６８ 川 越 市 １０３

青 森 県 ００２ 京 都 府 ０２６ 神 戸 市 ０６９ 船 橋 市 １０４

岩 手 県 ００３ 大 阪 府 ０２７ 姫 路 市 ０７０ 岡 崎 市 １０５

宮 城 県 ００４ 兵 庫 県 ０２８ 尼 崎 市 ０７１ 高 槻 市 １０６

秋 田 県 ００５ 奈 良 県 ０２９ 和 歌 山 市 ０７２ － １０７

山 形 県 ００６ 和 歌 山 県 ０３０ 広 島 市 ０７３ 青 森 市 １０８

福 島 県 ００７ 鳥 取 県 ０３１ 呉 市 ０７４ 八 王 子 市 １０９

茨 城 県 ００８ 島 根 県 ０３２ 下 関 市 ０７５ 盛 岡 市 １１０

栃 木 県 ００９ 岡 山 県 ０３３ 北 九 州 市 ０７６ 柏 市 １１１

群 馬 県 ０１０ 広 島 県 ０３４ 福 岡 市 ０７７ 久 留 米 市 １１２

埼 玉 県 ０１１ 山 口 県 ０３５ 大 牟 田 市 ０７８ － １１３

千 葉 県 ０１２ 徳 島 県 ０３６ 長 崎 市 ０７９ 前 橋 市 １１４

東 京 都 ０１３ 香 川 県 ０３７ 佐 世 保 市 ０８０ 大 津 市 １１５

神 奈 川 県 ０１４ 愛 媛 県 ０３８ 熊 本 市 ０８１ 高 崎 市 １１６

新 潟 県 ０１５ 高 知 県 ０３９ 鹿 児 島 市 ０８２ － １１７

富 山 県 ０１６ 福 岡 県 ０４０ 岡 山 市 ０８３ 豊 中 市 １１８

石 川 県 ０１７ 佐 賀 県 ０４１ 宇 都 宮 市 ０８４ 那 覇 市 １１９

福 井 県 ０１８ 長 崎 県 ０４２ 富 山 市 ０８５ 枚 方 市 １２０

山 梨 県 ０１９ 熊 本 県 ０４３ 秋 田 市 ０８６ 越 谷 市 １２１

長 野 県 ０２０ 大 分 県 ０４４ 郡 山 市 ０８７ 八 戸 市 １２２

岐 阜 県 ０２１ 宮 崎 県 ０４５ 大 分 市 ０８８ － １２３

静 岡 県 ０２２ 鹿 児 島 県 ０４６ 松 山 市 ０８９ 福 島 市 １２４

愛 知 県 ０２３ 沖 縄 県 ０４７ 豊 田 市 ０９０ 川 口 市 １２５

三 重 県 ０２４ 福 山 市 ０９１ 八 尾 市 １２６

高 知 市 ０９２ 明 石 市 １２７

宮 崎 市 ０９３ 鳥 取 市 １２８

政令市名
政 令 市
固 有 番 号

政令市名
政 令 市
固 有 番 号

い わ き 市 ０９４ 松 江 市 １２９

旭 川 市 ０５０ 新 潟 市 ０５９ 長 野 市 ０９５ 山 形 市 １３０

札 幌 市 ０５１ 金 沢 市 ０６０ 豊 橋 市 ０９６ 福 井 市 １３１

函 館 市 ０５２ 岐 阜 市 ０６１ 高 松 市 ０９７ 甲 府 市 １３２

小 樽 市 ０５３ 静 岡 市 ０６２ 相 模 原 市 ０９８ 寝 屋 川 市 １３３

仙 台 市 ０５４ 浜 松 市 ０６３ 西 宮 市 ０９９ 水 戸 市 １３４

千 葉 市 ０５５ 名 古 屋 市 ０６４ 倉 敷 市 １００ 吹 田 市 １３５

横 浜 市 ０５６ 京 都 市 ０６５ さ い た ま 市 １０１ 松 本 市 １３６

川 崎 市 ０５７ 大 阪 市 ０６６ 奈 良 市 １０２ 一 宮 市 １３７

横 須 賀 市 ０５８ 堺 市 ０６７

都道府県及び政令市の固有番号

注）小樽市は平成１８年４月１日に、大牟田市は令和２年４月１日に
政令市から除外



環境省の作業

① 許可申請書類を受理
許可申請書類が形式的に全て整った段階で、固有番号の申請を

行う（審査を実施する前に申請すること。）。

② 当該申請者の固有番号の保有の確認
他自治体の許可証及び産業廃棄物行政情報システムで、当該申

請者が固有番号を有しているか否かを確認する。

④新規許可番号登録へ

申請内容の精査後、産業廃棄物行政情報システムに仮登録

産業廃棄物行政情報システムを通じて固有番号を通知

１．新規申請の場合

許可番号等登録手順

別紙２

都道府県・政令市の作業

有していない 有している

③ 固 有 番 号 申 請
固有番号付与のため、産業廃棄物行政情報システムへ業者名、代表者名、住所及び会社等法人

番号（個人の場合は本籍地の住所及び生年月日）等を登録する。

④ 新 規 許 可 番 号 登 録
審査を経て許可証発行後、許可番号情報及び許可明細情報等を産業廃棄物行政情報システムに

登録する。

産業廃棄物行政情報システム利用方法

ⅰ）又はⅱ）により申請を行う。

ⅰ）個別登録
システム上で個別に許可番号情報及び許可明細情報等を登録する。

ⅱ）一括登録
所定の様式でCSVファイルを作成後、システムを利用して登録する。

不許可の場合は４へ



２．許可情報に変更があった場合

３．許可の廃止等の場合

産業廃棄物行政情報システムの利用方法

ⅰ）又はⅱ）により申請を行う。

ⅰ）個別申請
システム上で個別に変更事項を入力し、登録する。

ⅱ）一括申請
定型のCSV形式でファイルを作成後、システムを利用して登録する。

産業廃棄物行政情報システムの利用方法

ⅰ）又はⅱ）により申請を行う。

ⅰ）個別申請
システム上で個別に許可を廃止等する旨を入力する。

ⅱ）一括申請
所定の様式でCSVファイルを作成後、システムを利用して登録する。
※ただし、行政処分情報については一括申請ができない。

許 可 番 号 変 更 登 録
更新許可をした場合（優良基準適合認定した場合も含む）及び許可番号情報及び許可明細情報

にかかる事項に変更が生じた場合、変更内容を登録する。

産業廃棄物行政情報システムに登録

許 可 番 号 廃 止 報 告
業の全部廃止、許可の失効又は許可取消処分等により許可を廃止した場合、廃止年月日及び処

分理由等を登録する。

産業廃棄物行政情報システムに登録



４．許可申請を不許可処分した場合

産業廃棄物行政情報システムを利用する場合

個別申請のみ利用可能

システム上で個別に不許可処分に関する情報を入力し
登録する。

不 許 可 情 報 登 録
審査の結果、許可を出すことが不適当と判断した場合は、産業廃棄物行政情報システムへ固有

番号と不許可処分の理由等を登録する。

産業廃棄物行政情報システムに登録



別紙１

都道府県名
都道府県固
有 番 号

都道府県名
都道府県固
有 番 号

政令市名
政 令 市
固 有 番 号

政令市名
政 令 市
固 有 番 号

北 海 道 ００１ 滋 賀 県 ０２５ 東 大 阪 市 ０６８ 川 越 市 １０３

青 森 県 ００２ 京 都 府 ０２６ 神 戸 市 ０６９ 船 橋 市 １０４

岩 手 県 ００３ 大 阪 府 ０２７ 姫 路 市 ０７０ 岡 崎 市 １０５

宮 城 県 ００４ 兵 庫 県 ０２８ 尼 崎 市 ０７１ 高 槻 市 １０６

秋 田 県 ００５ 奈 良 県 ０２９ 和 歌 山 市 ０７２ － １０７

山 形 県 ００６ 和 歌 山 県 ０３０ 広 島 市 ０７３ 青 森 市 １０８

福 島 県 ００７ 鳥 取 県 ０３１ 呉 市 ０７４ 八 王 子 市 １０９

茨 城 県 ００８ 島 根 県 ０３２ 下 関 市 ０７５ 盛 岡 市 １１０

栃 木 県 ００９ 岡 山 県 ０３３ 北 九 州 市 ０７６ 柏 市 １１１

群 馬 県 ０１０ 広 島 県 ０３４ 福 岡 市 ０７７ 久 留 米 市 １１２

埼 玉 県 ０１１ 山 口 県 ０３５ 大 牟 田 市 ０７８ － １１３

千 葉 県 ０１２ 徳 島 県 ０３６ 長 崎 市 ０７９ 前 橋 市 １１４

東 京 都 ０１３ 香 川 県 ０３７ 佐 世 保 市 ０８０ 大 津 市 １１５

神 奈 川 県 ０１４ 愛 媛 県 ０３８ 熊 本 市 ０８１ 高 崎 市 １１６

新 潟 県 ０１５ 高 知 県 ０３９ 鹿 児 島 市 ０８２ － １１７

富 山 県 ０１６ 福 岡 県 ０４０ 岡 山 市 ０８３ 豊 中 市 １１８

石 川 県 ０１７ 佐 賀 県 ０４１ 宇 都 宮 市 ０８４ 那 覇 市 １１９

福 井 県 ０１８ 長 崎 県 ０４２ 富 山 市 ０８５ 枚 方 市 １２０

山 梨 県 ０１９ 熊 本 県 ０４３ 秋 田 市 ０８６ 越 谷 市 １２１

長 野 県 ０２０ 大 分 県 ０４４ 郡 山 市 ０８７ 八 戸 市 １２２

岐 阜 県 ０２１ 宮 崎 県 ０４５ 大 分 市 ０８８ － １２３

静 岡 県 ０２２ 鹿 児 島 県 ０４６ 松 山 市 ０８９ 福 島 市 １２４

愛 知 県 ０２３ 沖 縄 県 ０４７ 豊 田 市 ０９０ 川 口 市 １２５

三 重 県 ０２４ 福 山 市 ０９１ 八 尾 市 １２６

高 知 市 ０９２ 明 石 市 １２７

宮 崎 市 ０９３ 鳥 取 市 １２８

政令市名
政 令 市
固 有 番 号

政令市名
政 令 市
固 有 番 号

い わ き 市 ０９４ 松 江 市 １２９

旭 川 市 ０５０ 新 潟 市 ０５９ 長 野 市 ０９５ 山 形 市 １３０

札 幌 市 ０５１ 金 沢 市 ０６０ 豊 橋 市 ０９６ 福 井 市 １３１

函 館 市 ０５２ 岐 阜 市 ０６１ 高 松 市 ０９７ 甲 府 市 １３２

小 樽 市 ０５３ 静 岡 市 ０６２ 相 模 原 市 ０９８ 寝 屋 川 市 １３３

仙 台 市 ０５４ 浜 松 市 ０６３ 西 宮 市 ０９９ 水 戸 市 １３４

千 葉 市 ０５５ 名 古 屋 市 ０６４ 倉 敷 市 １００ 吹 田 市 １３５

横 浜 市 ０５６ 京 都 市 ０６５ さ い た ま 市 １０１ 松 本 市 １３６

川 崎 市 ０５７ 大 阪 市 ０６６ 奈 良 市 １０２ 一 宮 市 １３７

横 須 賀 市 ０５８ 堺 市 ０６７

都道府県及び政令市の固有番号

注）小樽市は平成１８年４月１日に、大牟田市は令和２年４月１日に
政令市から除外


